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第２ 個人情報の保護に関する法律・福岡県個人情報の保護に関する法律施行条例の運用状況 

 

本県における個人情報保護制度は、平成４年の「福岡県個人情報保護条例（平成４年福岡県

条例第２号）」の制定以降、平成１６年の全面改正を経て、同条例に基づく運用がなされてき

たところです。 

令和３年５月に「個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）」が改正された

ことにより、国の機関や民間事業者等とともに、地方公共団体の個人情報保護制度も同法の元

に一元化されることとなりました。 

これに伴い、本県でも「福岡県個人情報保護条例（平成１６年福岡県条例第５７号）」を廃

止し、法の施行に関し必要な事項等を定める「福岡県個人情報の保護に関する法律施行条例（令

和４年福岡県条例第４３号）」が制定され、令和５年度から新たな法及び条例に基づく個人情

報保護制度の運用が開始されました。 

 

１ 保有個人情報の開示の状況 

(1) 開示請求の状況 

令和６年度の保有個人情報の開示請求の件数は、６８６件でした（図１）。 

これを開示請求者別に見ると、本人による請求が６２３件、任意代理人による請求

が３２件、法定代理人による請求が３１件となっています（図２）。 

また、実施機関別に見ると、警察本部長４８１件、知事１１７件、教育委員会

４２件、人事委員会３７件等となっています（表１）。 

開示請求の主な内容を見ると、警察が作成した相談カード、服務日誌、

犯罪事件受理簿等に記載された本人の情報や、職員採用試験及び教員採用

試験に係る本人の情報等があります。 

 

図１ 開示請求件数（令和２年度～令和６年度） 

 
図２ 開示請求者別内訳 
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表１ 実施機関別保有個人情報開示請求状況 

実施機関 
請求 

件数 
開示請求の主な内容 

知 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

事 

総務部、秘書室 ８ 

・各種申請書に記載された自己情報 

・各種相談記録に記載された自己情報 

企画・地域振興部  

人づくり・県民生活部 ２ 

保健医療介護部 ３２ 

福 祉 労 働 部 ６３ 

環 境 部  

商 工 部  

農 林 水 産 部 １ 

県 土 整 備 部 ９ 

建 築 都 市 部 ２ 

会 計 管 理 局  

小   計 １１７ 

公営企業の管理者  

者 

  

教 育 委 員 会 ４２ ・教員採用試験結果に関する自己情報 

選 挙 管 理 委 員 会 １  

人 事 委 員 会 ３７ ・職員採用試験結果に関する自己情報 

監 査 委 員   

公 安 委 員 会 ５ ・苦情等調査結果報告書に記載された自己情報 

警 察 本 部 長 ４８１ 
・相談カードに記載された自己情報 

・服務日誌、犯罪事件受理簿等に記載された自己情報 

 

 

・服務日誌に記載された自己情報 

・物件事故報告書に記載された自己情報 

・犯罪事件受理簿に記載された自己情報  

労 働 委 員 会   

収 用 委 員 会   

海区漁業調整委員会   

内水面漁場管理委員会   

地 方 独 立 行 政 法 人 ３ ・公立大学入学試験結果に関する自己情報 

合    計 ６８６  
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(2) 開示請求に対する決定の状況 

開示請求６８６件のうち、実施機関が開示決定等を行った件数は、却下及び取下げ

の件数５件を除いた６８１件です（表２）。 

 

表２ 実施機関別保有個人情報開示請求に対する決定状況 

実 施 機 関 
請求 

件数 

決 定 の 状 況 

取下げ 
開示 部分開示 

不 開 示 
却下 

 不存在 

知 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事 

総務部、秘書室 ８ ４ ３    １ 

企画・地域振興部        

人づくり・県民生活部 ２  ２     

保健医療介護部 ３２ ２５ ５ ４ ３   

福 祉 労 働 部 ６３ ４０ ２３ ３ ２   

環 境 部        

商 工 部        

農 林 水 産 部 １ １      

県 土 整 備 部 ９ ５ ５ ２ １  １ 

建 築 都 市 部 ２  １ １ １   

会 計 管 理 局        

小   計 １１７ ７５ ３９ １０ ７  ２ 

公営企業の管理者         

教 育 委 員 会  ４２ ３２ １５ ９ ５  １ 

選 挙 管 理 委 員 会 １  １     

人 事 委 員 会  ３７ ３６ １     

監 査 委 員        

公 安 委 員 会  ５  ５     

警 察 本 部 長  ４８１ ３２ ４６３ ２２ １３  ２ 

労 働 委 員 会         

収 用 委 員 会         

海区漁業調整委員会         

内水面漁場管理委員会         

地方独立行政法人  ３ ３      

合    計 ６８６ １７８ ５２４ ４１ ２５  ５ 

注 １件の請求に対して複数の決定を行う場合があるため、請求件数と決定数は一致しません。 
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(3) 不開示事由 

不開示と部分開示の決定状況について、法第７８条第１項の第１号から第７号まで

の主な適用状況は下表のとおりです（表３）。 

 

表３ 不開示事由の事由別適用件数 

法第７８条第１項各号 
適  用  件  数 

部分開示 不 開 示 計 

第１号 
開示請求者の生命、健康、生活

を害するおそれのある情報 
３  ３ 

第２号 開示請求者以外の個人に関する情報 ４９０  ４９０ 

第３号 法人その他の団体に関する情報  ７  ７ 

第４号 国の安全が害されるおそれ等がある情報    

第５号 
犯罪の予防、鎮圧又は捜査等に

支障を及ぼす情報 
４０９ ２ ４１１ 

第６号 

国の機関、地方公共団体等の内

部又は相互間における審議、検

討又は協議に関する情報 

８  ８ 

第７号 
国の機関、地方公共団体等が行

う事務又は事業に関する情報 
１５９  １５９ 

計 １，０７６ ２ １，０７８ 

注１ 重複適用があるため、表２の件数と一致しません。 

注２ 不存在は除いています。 

 

２ 保有個人情報の訂正の状況 

保有個人情報の訂正請求は、開示を受けた自己を本人とする保有個人情報の内容が事実

でないと思料するときに、実施機関に対し、その訂正（追加及び削除を含む。）を請求す

ることができるものです。 

令和６年度は、３件の保有個人情報の訂正請求があり、１件の訂正決定、２件の不訂正

決定を行っております。 

 

３ 保有個人情報の利用停止の状況 

保有個人情報の利用停止請求は、開示を受けた自己を本人とする保有個人情報が、個人

情報の保有の制限等（法第６１条）、不適正な利用の禁止（法第６３条）、適正な取得（

法第６４条）又は利用及び提供の制限（法第６９条第１項及び第２項）に違反して収集、

利用又は提供されていると思料するときに、実施機関に対し、その利用停止を請求するこ

とができるものです。 

令和６年度は、保有個人情報の利用停止請求はありませんでした。 
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４ 審査請求の状況 

開示請求、訂正請求又は利用停止請求に対する決定に不服がある請求者は、行政不服審

査法の規定に基づき、審査請求を行うことができます。 

令和６年度は、審査請求が２件ありました（表４）。 

 

表４ 審査請求の状況 

（令和７年１０月１日現在） 

審査案件 
実施 

機関 

審査請

求                                                                                                                       

年月日 

個人情報保護審議会 実施機関の裁決 

諮問 

年月日 

答申 

年月日 
年月日 内容 

苦情等調査結果報告書に関する保有個人情報不訂

正決定に対する審査請求 

公安 

委員会 
R6.5.29 R6.8.22 R7.1.23 R7.3.13 棄却 

教員採用候補者選考試験に係る個人情報部分開示

決定処分に対する審査請求 

教育 

委員会 
R6.12.30 R7.3.6 R7.7.17 R7.7.30 棄却 

 

５ 福岡県個人情報保護審議会 

個人情報保護審議会は、実施機関からの諮問事項の調査、答申、建議等を行うため、条例

第１０条の規定に基づき知事の附属機関として設置されています。 

審議会には、次の部会を置いています。 

・第一部会（審査請求部会） 

審査請求事案の審査に関する事項を所掌する。 

・第二部会（住基法・番号利用法部会） 

住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）に基づく本人確認情報の保護に関する事

項及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成

２５年法律第２７号）に基づく特定個人情報保護評価に関する事項を所掌する。 

 

(1) 福岡県個人情報保護審議会の開催状況 

令和６年度の審議会の開催状況は、次のとおりです（表５～７）。 

 

表５ 全体会の開催状況 

  開催日 会議に付した事案の件名 進行状況 

第 17期 

第 1 回 
R6.6.20 

(1)福岡県住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程の一部改正について  

(2)福岡県個人情報の保護に関する法律施行条例の一部改正について 

(3)福岡県個人情報保護審議会運営要領の一部改正について 

意見交換 
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表６ 第一部会の開催状況 

  開催日 会議に付した事案の件名 進行状況 

第 16期

第 20回 
R6.4.18 

(1)苦情等調査結果等報告書に関する個人情報部分開示決定処分に対する審査

請求 

(2)警察官が撮影した記録に関する保有個人情報不開示決定処分に対する審査

請求 

答申案 

第 17期

第 1 回 
R6.10.17 

(1)苦情等調査結果等報告書に関する保有個人情報不訂正決定処分に対する審

査請求 
概要説明 

第 17期

第 2 回 
R6.11.14 

(1)苦情等調査結果等報告書に関する保有個人情報不訂正決定処分に対する審

査請求 
論点整理 

第 17期

第 3 回 
R7.1.23 

(1)苦情等調査結果等報告書に関する保有個人情報不訂正決定処分に対する審

査請求 
答申案 

 

表７ 第二部会の開催状況 

  開催日 会議に付した事案の件名 進行状況 

第 17期 

第 1 回 
R6.12.19 

(1)県税の賦課徴収関係事務を対象とする特定個人情報保護評価書の第三者点

検について 
意見交換 

第 17期 

第 2 回 
R7.1.23 

(1)県税の賦課徴収関係事務を対象とする特定個人情報保護評価書の第三者点

検について 
答申案 

 

(2) 諮問及び答申 

令和６年度は、審査請求事案に係る諮問が２件あり、いずれも答申がなされました。 

また、過年度から審議を継続していた事案について、２件の答申がなされました。 

加えて、県税の賦課徴収関係事務を対象とする特定個人情報保護評価書の第三者点

検について諮問が１件あり、答申がなされました。 
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 (3) 福岡県個人情報保護審議会委員 

福岡県個人情報保護審議会の委員（第１７期）は、次のとおりです（表８）。 

委員の任期は２年となっています。 

 

表８ 福岡県個人情報保護審議会委員名簿（五十音順、現職名は令和７年４月１日時点） 

氏  名 現  職  名 役 職 名 任  期 

井上 真由美 （株）西日本新聞社編集局次長  

令和６年 

５月１３日 

～ 

令和８年 

５月１２日 

江島 玲子 消費生活アドバイザー  

小出 洋 
九州大学大学院システム情報科学研究

院教授 
 

権藤 光枝 （株）Ｂｒａｎｃｈｅｓ代表取締役  

佐々木 久美子 （株）グルーヴノーツ代表取締役会長  

冨山 敦 弁護士 
会長職務 

代理者 

中原 清美 
福岡県民生委員児童委員協議会副会長 

中間市民生委員児童委員協議会会長 
 

村上 英明 福岡大学法科大学院名誉教授 会長 

山元 規靖 
福岡工業大学情報工学部情報通信工学

科教授 
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６ 個人情報取扱事務の登録状況 

 実施機関は、条例第４条第１項の規定に基づき、個人情報取扱事務について、個人情報

取扱事務登録簿を作成し、一般の閲覧に供しなければならないとされています。 

個人情報取扱事務とは、実施機関が行う個人情報を取り扱う事務のうち、個人の氏名、

生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を検

索し得る状態で個人情報が記録された公文書を使用するものをいいます。 

令和６年度の個人情報取扱事務の登録件数は、１，３３０件でした（表９）。 

 

表９ 令和６年度個人情報取扱事務の登録件数（実施機関別） 

実 施 機 関 

事 務 の 区 分 及 び 件 数 

固有事務 

（本庁） 

固有事務 

（出先機関） 

出先機関 

共通事務 

全    庁 

共通事務 
合  計 

知 
 
 
 
 
 
 

事 

総務部、秘書室 ４９ ２  ４ ５５ 

企画・地域振興部 ４９ ３ １  ５３ 

人づくり・県民生活部  ９９ ３ １ １ １０４ 

保健医療介護部 １９３ １６ ２８  ２３７ 

福 祉 労 働 部  １５９ １８ ２５  ２０２ 

環 境 部  ７７    ７７ 

商 工 部  ８６ ２ １８  １０６ 

農 林 水 産 部  １０１ ８ ８  １１７ 

県 土 整 備 部  １１  １３  ２４ 

建 築 都 市 部  ５８  ６  ６４ 

会 計 管 理 局  ３   ２ ５ 

小 計 ８８５ ５２ １００ ７ １，０４４ 

公営企業の管理者  ３  ２  ５ 

教 育 委 員 会  ３２ ２０ １９  ７１ 

選挙管理委員会  ４    ４ 

人 事 委 員 会  １    １ 

監 査 委 員       

公 安 委 員 会  ６    ６ 

警 察 本 部 長  １３６    １３６ 

労 働 委 員 会  １    １ 

収 用 委 員 会       

海区漁業調整委員会       

内水面漁場管理委員会      

地方独立行政法人  ６２    ６２ 

合 計 １，１３０ ７２ １２１ ７ １，３３０ 

注 固有事務：各所属において固有に処理する個人情報取扱事務 

出先機関共通事務：各部局の同種の出先機関において共通して処理する個人情報取扱事務 

全庁共通事務：全庁において共通して処理する個人情報取扱事務  
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７ 個人情報ファイル簿の状況 

 実施機関は、法第７５条第１項の規定に基づき、１，０００人以上の個人情報を取り扱

う個人情報ファイル（「個人情報を含む情報の集合物で、一定の事務の目的を達成するため

に、特定の保有個人情報を検索できるよう体系的に構成したもの（例：Word 等で作成し

た名簿等）」）に関し、個人情報ファイル簿の作成と公表が義務付けられています。 

個人情報ファイル簿とは、各実施機関が保有する個人情報ファイルについて、その利用

目的や利用の態様を明らかにするとともに、行政機関等匿名加工情報の募集対象等につい

て示したものです。 

令和６年度の個人情報ファイル簿件数は、２５６件であり、このうち行政機関等匿名加

工情報の募集対象件数は、１８８件でした（表１０）。 

 

表１０ 令和６年度個人情報ファイル簿件数（実施機関別） 

実 施 機 関 全体件数 

うち対象件数 

本庁 出先機関 
全    庁 

共 通 
合  計 

知 
 
 
 
 
 
 

事 

総務部、秘書室 １５  １４    １ １５  

企画・地域振興部 １０  ８  １   ９  

人づくり・県民生活部  ９  ５  ２   ７  

保健医療介護部 ４５  ３７  ５   ４２  

福 祉 労 働 部  ４８  ３１  １２   ４３  

環 境 部  ９  ５     ５  

商 工 部  １７  １３  ４   １７  

農 林 水 産 部  ２４  ２２     ２２  

県 土 整 備 部  ２  ２     ２  

建 築 都 市 部  １７  １７     １７  

会 計 管 理 局          

小 計 １９６  １５４  ２４  １  １７９  

公営企業の管理者            

教 育 委 員 会  １４  ７  １    ８  

選挙管理委員会  １  １      １  

人 事 委 員 会            

監 査 委 員            

公 安 委 員 会        

警 察 本 部 長  ２０      

労 働 委 員 会            

収 用 委 員 会            

海区漁業調整委員会            

内水面漁場管理委員会           

地方独立行政法人  ２５          

合 計 ２５６  １６２  ２５  １  １８８  
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８ 行政機関等匿名加工情報 

行政機関等匿名加工情報とは、県が保有する個人情報の効果的な利活用が、新たな産業

の創出、活力ある経済社会や豊かな国民生活の実現に資するものであることを踏まえ、個

人の権利利益の保護に支障がない範囲内において、法第１０９条の規定に基づいて、県が

保有する個人情報を加工して作成するものです。 

県では、令和５年度より、法第１１１条の規定に基づいて、行政機関等匿名加工情報を

その用に供して行う事業に関する提案を募集しています。 

   令和６年度は、当該募集に対する提案はありませんでした。 

 

 


